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注５   国民健康保険に加入中の場合は、国民健康保険証の写し又は資格情報のお知らせ（資格情報通知書）。

注６   勤労所得者…事業主の発行する雇用契約書の写し(雇用期間及び給与の推計ができる算定基準等の記載のあるもの) または給与支払見込証明書等

　　　  就労していない者…無職無収入又は非課税者であることの市区町村長の証明書の原本

　　  　退職を機に認定を受けようとする者…退職及び失業給付を受けないことを証する書類の写し(失業給付受給の待機中の場合は、受給開始のわかる「雇用保険受給資格者証」の写し)

　　　　事業・不動産・利子・配当等の所得者…確定申告書及びそれに添付する収支内訳書の写し

学生
 （定時制・夜間・通信制及び各種学校の学生
  含む）

注８　 短期組合員の配偶者については、事業主から年金事務所へ提出するもの。

注７　 遺族年金受給者の場合。

〇

注４   出生の場合は、母子手帳の写しのみでも可。（市区町村長の出生届出済証明のあるページ）

〇
短期組合員を除く

〇
短期組合員を除く

〇
短期組合員を除く

〇
短期組合員を除く

注１　 出生の場合は、個人番号の取得に日数がかかることから、番号が確認でき次第、後日提出すること。

※被扶養者としての要件が生じた日から３０日以内に所属所に届出をすれば、要件の生じた日から認定されますが、３０日を超えたときは、届出のあった日から認定されることになります.

注３　 組合員以外に扶養義務者がいる場合提出すること。

        ２の戸籍謄本は、認定を受けようとする者と組合員及び組合員以外の扶養義務者が確認できるものとすること。

     　 認定を受けようとする者に配偶者がいる場合は、双方の所得を明らかにする書類の写しを添付すること。

　　    夫婦共同扶養により扶養されているものにあっては、組合員と配偶者の所得を明らかにする書類の写しを添付すること。

注２　 従前の資格情報が確認できるもののコピーを添付すること。（資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等）
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年齢等の要件 収入の認定基準年額

19歳から23歳まで(配偶者を除く)
（その年の12月31日時点の年齢） 150万円未満

障害年金受給者
60歳以上の者 180万円未満

上記以外の者 130万円未満


